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１ サウンディング型市場調査の実施概要 

 

（１） 目的 

 生活・文化拠点再整備事業（以下「本事業」といいます。）における市の考え

方を民間事業者の皆様に広く知っていただくとともに、事業者公募時における

要求水準書等で用いる、「コンテンツ」「与条件」を精査するための幅広いご意見

をいただくこと 

 

（２） 実施経過 

日時 内容 

２０２２年１２月２１日（水） 実施の公表（ホームページ掲載） 

２０２２年１２月２６日（月） 実施要領の公表（ホームページ掲載） 

２０２２年１２月２６日（月）から 

２０２３年１月１３日（金）まで 
エントリーシート受付期間 

２０２３年１月１８日（水） 

午後３時から午後４時まで 

実施説明会 

（場所：藤沢市民会館 小ホール） 

２０２３年２月７日（火）から 

２０２３年３月１４日（火）まで 

個別対話 

（１事業者あたり１時間程度実施） 

 

（３） 参加事業者の概要 

ア 申込み事業者数 

４９事業者（以下、グループでの申込みの場合も１事業者とします。） 

イ 実施説明会参加事業者数 

４４事業者（参加者８３名） 

ウ 個別対話参加事業者数 

４２事業者 

業種 事業者数 

企画・運営（文化施設） ７ 

企画・運営（ホール） ７ 

企画・運営（図書館） ５ 

企画・運営（公園） ２ 

維持管理 ６ 

設計・建設 ９ 

不動産 ４ 

その他 ２ 

計 ４２ 



２ 個別対話の概要及び今後の方向性 

（１） 事業手法について 

ア 本事業の実施に当たり、ビジョン、コンテンツから施設機能、運営方法等を

導き出すものとします。また、供用開始後の運営を重視するため、全体運営

検討及び基本設計の段階から供用開始後に運営を担う事業者が参画すること

が望ましいと考えており、これに対し様々なご意見・ご提案をいただきまし

た。引き続き、供用開始後の運営を重視した事業手法を検討します。 

イ 供用開始後の施設について、効率的な維持管理を図るため、全体運営検討及

び基本設計以降の適切な時期から維持管理事業者が参画することを検討しま

す。 

ウ 全体運営検討及び基本設計の段階から供用開始後も含めた市民参画の手法を

検討します。 

エ すべてのコンテンツ提供に係る事業者を一括して募集することについて、複

合機能が多岐に渡り、提供するコンテンツの一部に専門性があるため、グル

ープ組成が困難であるとのご意見がありました。一方で、専門性があるコン

テンツについても、複数の事業者が存在していることから、グループ組成は

困難でないとのご意見もありました。そのほか、本事業の整備対象である既

存施設における、現運営者の今後の関わり方について等、様々なご意見をい

ただきました。グループ組成に関することが本事業への参画の障壁とならな

いよう留意します。 

 

（２） コンテンツ、民間収益施設について 

ア 本市が提示したコンテンツ（案）の実現可能性に関するご意見に加え、「エリ

ア全般」や「芸術」に関するコンテンツを中心に、各事業者の皆様の実績に

基づくご提案を多数いただきました。また、「ビジョンを実現するためのコ

ンテンツ」として、藤沢独自のコンテンツやジャンル横断的な参加・体験型

のコンテンツ、防災関連のコンテンツ等のご提案を多数いただきました。実

施するコンテンツについて、内容を整理していくとともに、与条件等につい

て検討します。 

イ 民間収益施設については、公共施設の利用者をターゲットとした利便施設の

提案がありました。また、設置場所については公共施設内、奥田公園内、旧

近藤邸等の提案がありました。ビジョン、コンテンツに対する相乗効果、市

民の利便性に関すること等、本市が期待することや与条件等について検討し

ます。 

  



（３） 施設・設備等について 

ア ビジョン、コンテンツに基づき、施設規模、配置、設え、設備等について検

討します。 

イ ホールについては、市民・団体の文化活動利用を軸に使い易さを最優先とし

ながら、興行も成立しうる席数やホール構成について様々なご意見をいただ

きました。藤沢市民会館等再整備基本構想で示した考え方やビジョン、コン

テンツに基づき、市民・団体の文化活動のために多用途に利用できる施設と

することを基本としてホール構成等与条件について検討します。 

ウ 各機能をシームレスにつなげることを前提に、提供するコンテンツ等に応じ

た空間を導き出すため、コンテンツの内容を整理していくとともに、与条件

等について検討します。 

 

（４） 事業推進に関する事項について 

ア 浸水対策施設の整備については、複合施設と一括発注とするか否かについて

見解が分かれました。それぞれの場合でメリット・デメリットがあるため、

なるべく早期に配置を決定すること等を含め、事業の一体性に留意した最適

な手法を検討します。 

 

 

 民間事業者の皆様との対話を通じて、様々なご意見・ご提案をいただいたほか、本事

業のイメージに沿った様々な事例をご紹介いただきました。令和５年度中頃に策定を

予定している OUR Project マスタープランの検討に当たっては、本調査における個別

対話の内容を踏まえ、引き続き、民間事業者の皆様との対話の機会をいただきたいと考

えています。 

今後とも、本事業へのご協力をよろしくお願いいたします。 
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